
 

『Ｈ３０年度税制改正大綱（２） 事業承継税制が抜本的拡充』 
  

  中小企業経営者の高齢化が進展する中、円滑な世代交代を早急に図るため、１０年間の特例措置

として事業承継税制の抜本的な拡充が行われることとなった。 

 贈与・相続等により非上場株式を取得して事業承継を行う場合、猶予対象の株式の制限（発行済議

決権株式総数の３分の２）を撤廃し、納税猶予割合８０％を１００％に引き上げて、贈与・相続時の納税負

担が生じない制度とする。承継される会社は、平成３０年４月１日から３５年３月３１日の間に承継計画を

都道府県に提出すること、円滑化法第１２条第１項の認定を受けること

が要件。後継者については、会社の代表権を有し、同族関係者と合わせ

て総議決権の過半数を有すること、同族関係者のうち議決権を最も多く

有することが必要となる。なお、総議決権数の１０％以上を有していれ

ば、議決権数の上位２名又は３名の者が複数の後継者となることができ

る。また、代表者以外の者から贈与等で取得する非上場株式も、５年以

内に申告書の提出期限が到来するものに限り特例の対象となる。さらに

雇用確保要件も弾力化し、現行の事業承継税制における要件を満たさ

ない場合でも納税猶予の期限は確定しないこととなった。但し、満たせ

ない理由を記載した書類を都道府県に提出することが条件。 

 

『平成２８年度相続税申告状況ほぼ昨年並みに推移－国税庁』 
         

  国税庁はこのほど、平成２８年中に発生した相続・遺贈等による財産取得による相続税の申告状況の

概要をまとめ公表した。平成２７年１月１日以後の相続等は、平成２５年度税制改正により、基礎控除額

の引下げ等が行われているため大きく増加している。平成２８年中の被相続人数は約１３１万人（平成２

７年約１２９万人）、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約１０万６千人（平成２７年約１０万

３千人）で、課税割合は８．１％（平成２７年８．０％、平成２６年度４．４％）となった。課税価格の合計は１

４兆７，８１３億円（平成２７年１４兆５，５５４億円、平成２６年度約１１兆

５,０００万円）で、被相続人１人当たりでは１億３，９６０万円（平成２７

年１億４，１２６万円）。税額の合計は１兆８，６８１億円（平成２７年１兆

８，１１６億円、平成２６年度約１兆４,０００億円）で、被相続人１人当た

りでは１，７６４万円（平成２７年１，７５８万円）となっている。相続財産

の金額の構成比は、土地３８．０％（平成２７年３８．０％、平成２６年度

４１．５％）、現金・預貯金等３１．２％（平成２７年３０．７％、平成２６年

度２６．６％）、有価証券１４．４％（平成２７年１４．９％、平成２６年度１

５．３％）の順となった。 
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